
道路整備の促進及び道路財源の確保等に関する意見書 

 

 

 「世界にひらく、人と自然・歴史・文化がふれあう都市」の実現をめざしている本市

にとっては、道路は最も重要な役割を果たす施設である。とりわけ、自動車交通に多く

を頼っている本市においては、道路に対する依存度は高く、多様な交通手段を利用でき

る都市圏とは大きく異なる。 

 道路は地方における最も基礎的な社会資本であることから、高規格幹線道路の整備は

もとより、地域活性化の基盤となる地域高規格道路や日常生活の利便性向上及び安全性

確保のための生活関連道路の整備は、必要かつ不可欠な急務である。 

 現在,政府においては、揮発油税、自動車重量税、石油ガス税等の道路特定財源を一

般財源化して活用する基本方針が示されており、これらが行われれば、地方の道路整備

が大幅に遅れることが懸念され、地方の実状を無視したものであり、誠に遺憾である。 

 よって、政府におかれては、道路整備の重要性を深く認識され、下記の措置を講じら

れるよう強く要望する。 

 

記 

 

１．道路整備を円滑に進めるための財源である揮発油税や自動車重量税等を他に転用す

ることなく、道路整備に充てる道路特定財源として確保すること。 

２．活力ある地域づくりと豊かな暮らしづくりを支援するため、高規格幹線道路から市

町村道にいたる道路網の整備を一層推進すること。 

３．地方への重点配分及び地方の道路財源を確保すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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